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三次市教育奨学基金貸付条例施行規則の一部を改正する規則（案） 

 
 
 三次市教育奨学基金貸付条例施行規則（平成１６年三次市教育委員会規則第２４号）の 
一部を次のように改正する。 
 
 別表第２中 
 
「 
１ 高等学校・高等専門学校・専修学校（高等課程） 

区分 収入基準額 
１人 １，４３０，０００円 
２人 ２，２９０，０００円 
３人 ２，６４０，０００円 
４人 ２，８６０，０００円 
５人 ３，０７０，０００円 
６人 ３，２５０，０００円 

世帯人員 

７人 ３，４１０，０００円 
                                 」を 
「   
１ 高等学校・高等専門学校・専修学校（高等課程） 

区分 収入基準額 
１人 ２，６３０，０００円 
２人 ３，４９０，０００円 
３人 ３，８４０，０００円 
４人 ４，０６０，０００円 
５人 ４，２７０，０００円 
６人 ４，４５０，０００円 

世帯人員 

７人 ４，６１０，０００円 
                                 」に， 
「 



２ 大学・短期大学・専修学校（専門課程） 
区分 収入基準額 

１人 １，７８０，０００円 
２人 ２，８２０，０００円 
３人 ３，２８０，０００円 
４人 ３，５５０，０００円 
５人 ３，８２０，０００円 
６人 ４，０２０，０００円 

世帯人員 

７人 ４，２２０，０００円 
                                 」を 
「 
２ 大学・短期大学・専修学校（専門課程） 

区分 収入基準額 
１人 ２，９８０，０００円 
２人 ４，０２０，０００円 
３人 ４，４８０，０００円 
４人 ４，７５０，０００円 
５人 ５，０２０，０００円 
６人 ５，２２０，０００円 

世帯人員 

７人 ５，４２０，０００円 
                                 」に改める。 
   附 則 
 この規則は，公布の日から施行し，平成２１年４月 1日から適用する。 


